
「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の注意点 ～平成25年度税制改正（その６）

平成26年１月から、新たに「NISA（ニーサ）」

と呼ばれる少額投資非課税制度がスタートし

ます。テレビのコマーシャルなどでも紹介されて

いますので、ご存じの方も多いかと思います。

NISAは、平成11年にイギリスで導入され、

同国民の約４割が利用している「ISA（アイサ）」

の日本版です。愛称の募集

には、約7,000件もの応募

があったそうで、「N」は「ニッ

ポン」を意味します。「アイ

サ」に「Ｎ」をつけたのですか

ら、「ナイサ」になりそうなも

のですが、「無いサ」は縁起が悪いので、「ニー

サ」にしたのだろう……と、推察します。

NISAは、上場株式等の配当・譲渡益に対す

る「10％の軽減税率」が今年で廃止され、来

年から「20％の本則税率」に戻ることを受けて

スタートする制度です（別途、復興特別所得税

もかかりますが、今回は割愛します）。

NISAについて、簡単にご説明すると……、

平成26年から平成35年までの10年間、毎

年100万円の「枠」がもらえます。この枠に入れ

た上場株式等から得られる配当や売却益は

非課税になります。（金融機関にNISA専用口

座を開設する必要があります。）

年間100万円という上限は、投資（購入）し

て枠に入れる金額の制限であって、非課税と

なる配当や売却益に上限額はありません。

ただし、毎年の枠の寿命は５年間しかないの

で、１年目に投資した株式などが、５年後にま

だその枠に入っているときは、枠の外に出す

（非課税が適用されないことになります）か、６

年目の新しい枠に入れる必要があります。

この制度を最大限活用すれば、最長14年

間（平成26年から平成39年まで）にわたって、

配当や売却益の非課税というメリットを享受で

きるのですが、注意すべき点もあります。

① 新たに投資をする必要があること

毎年100万円の枠は、その年に新規に投資

する上場株式等と、他の年の枠から移す（例え

ば、上記のように、１年目の枠から６年目の枠

に移す）上場株式等のみが対象です。

特定口座などで、すでに保有している上場

株式等をNISA専用口座へ移すことはできませ

ん。

② 他の口座の損益（黒字や赤字）と通算でき

ないこと

NISA専用口座内の上場株式等は、他の口
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座の上場株式等とは、税務上別枠で考えるこ

とになります。

例えば、NISA専用口座を使って100万円で

購入した株式が値下がりして80万円で売却し

た場合、20万円の損失となりますが、この損失

を他の利益（例えば、特定口座での株式売却

益）と通算（相殺）することはできません。

③ 繰越控除制度が適用できないこと

上場株式等については、売却による損失に

ついて、確定申告を行うことにより３年間繰り越

す（翌年以後３年間の売却益と相殺する）制

度がありますが、NISAについては、これも適用

できません。

④ NISA専用口座から株式等を出すとき、税

務上の取得価格（買ったときの値段）が改定

されること

例えば、枠の寿命である５年後に、100万円

から80万円に値下がりした株式をNISA専用口

座から一般口座などに移し、その後、95万円

に値上がりした時点で売却すると、本来は５万

円の損失（95万円－100万円＝△５万円）で

あるのに、逆に15万円の利益（95万円－80万

円）であるとして、課税されることになります。

税務上、売却価格から差し引く取得価格

が、上記では、100万円から80万円に改定さ

れていることになります。

⑤ 枠の再利用ができないこと

例えば、20万円の株式を５株購入し、その

後、４株を売却したというような場合、100万円

の枠の中に「80万円の空き」ができるように思

えますが、この枠を再利用することはできませ

ん。

⑥ 口座の開設について、使い勝手が悪いこと

・ NISA専用口座の開設可能期間は、平成26

年のスタート以後４年間、その後の４年間、

その後の２年間、という３つの期間（「勘定設

定期間」）に区切られていますが、この期間

ごとに住民票を提出して口座を開設する必

要があります。また、同一の勘定設定期間

内は、口座を開設する金融機関の変更がで

きません。

・ いったん開設したNISA専用口座を廃止した

場合、同一の勘定設定期間中は専用口座

を再び開設できません。

・ 開設できるNISA専用口座は一人について

ひとつだけです。口座を開設する際は、取り

扱っている投資商品や手数料などをよく比

べて、慎重に金融機関を選ぶ必要がありま

す。


